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議題２ 西宮市景観計画の改定について【報告】 

 
１ 趣旨 

 
令和 3 年度第 1 回西宮市都市景観・屋外広告物審議会にて、景観計画改定案を報告し

た。今回は、委員より出された主な意見に対する回答及び変更内容を報告するもの。 
また、先般、西宮市都市景観形成基本計画改定（素案）についてパブリックコメント

を実施したため、その結果を報告するもの。 
 
２ これまでの経緯 

 
景観計画改定に向けた協議経過については、下表のとおり。 

 
時期 内容 

令和 2 年 
11 月 

〇令和 2 年度 第 1回 西宮市都市景観・屋外広告物審議会 

【説明内容】 

 景観計画改定方針について（報告） 

令和 3 年 
1 月 

〇令和 2 年度 第 2回 西宮市都市景観・屋外広告物審議会 

【説明内容】 

景観計画改定方針及び景観形成基準改定項目について（報告） 

令和 3 年 
3 月 

〇令和 2 年度 第 9回 西宮市都市景観・屋外広告物審議会 

景観アドバイザー部会 

【説明内容】 

建築物の景観形成指針及び景観形成基準の改定案（報告） 

令和 3 年 
3 月 

〇令和 2 年度 第 10 回 西宮市都市景観・屋外広告物審議会 

景観アドバイザー部会 

【説明内容】 

前回の部会意見を踏まえて建築物の景観形成指針及び景観形成基準の

改定案、工作物の景観形成指針及び景観形成基準の改定案、景観形成

推進地区（夙川周辺地区）の基準案を報告 

令和 3 年 
3 月～4 月 

〇西宮市都市景観形成基本計画改定（素案）について 

パブリックコメントの実施 

令和 3 年 
4 月 

〇令和 3 年度 第 1回 西宮市都市景観・屋外広告物審議会 

【説明内容】 

 西宮市景観計画改定について（報告） 

 
 

３ 西宮市都市景観・屋外広告物審議会（報告）での意見について 

  
前回（令和 3 年 4 月 26 日）の西宮市都市景観・屋外広告物審議会で報告を行った際の

主な意見は下表のとおり。 
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主な意見 対  応 
建築物の景観形成指針について、「適用す

るゾーン」に○が付いていない項目がある

が、守らなくてよいと解釈し悪用されない

ように安全を見て○を付けた方がよいの

では。 

再度見直しを行い、精査した。 

※参考資料 1：西宮市景観計画改定（素案）

参照 

建築物の景観形成指針の色彩に関する記

述について、「本市の風土色となる Y,YR 系

の…」とあるが、これは日本全国の風土色

にほぼ近く、西宮市だけの風土色では無い

と考える。 

「本市の風土色となる」を削除し、「Y,YR
系の落ち着いた色相」に変更した。Y,YR
系を推奨する根拠はガイドラインに記載

する。 
※参考資料 1：西宮市景観計画改定（素案）

参照 
工作物の景観形成基準、高架道路・橋梁に

おける色彩基準について、低彩度色のみと

した場合、実際には明るく又は薄く感じる

ため、汚れが目立つ恐れがある。汚れが目

立たない低明度色でも多少色味を感じら

れるように彩度 2 程度を検討してはどう

か。 
彩度を 1 までとする場合、さらに明度の基

準を設けると限定的になる。彩度 2 までと

するのであれば、一定の明度基準を設けた

方がよい。 

本基準は、ランドマーク等となるもの以外

の基準となるため、本市の落ち着いた住宅

都市に調和し、主張しない色彩の範囲とし

て、彩度 1 のままとする。また、明度につ

いては、建築物と同様に極端に高いものと

低いものは除くこととする。なお、汚れや、

デザインの一定の自由度についても、工夫

次第で、彩度 1 の中でも十分に対応できる

と考える。 

※後日メールにて意見 
色彩基準について、マンセル値だけで建物

の外壁色を判断・規制するのは街の景観の

質を落としかねない。マンセル値に素材の

質感を加味した基準にする必要がある。街

の景観の質を高めるには色ではなく素材

の良さだと思う。西宮市の独自性と街の品

質を維持するには素材に対する基準を設

けたり評価を加えることが大切である。 

建築物の景観形成指針に素材に関する項

目を追加した。 

※参考資料 1：西宮市景観計画改定（素案）

参照 

 

建築物の景観形成基準、形態基準（最大投

影立面積）の別棟の定義について、棟の間

隔を現行の「5ｍ」から「建築物の奥行の

長さ」以上に変更するとしていたが、奥行

寸法が大きいものは、過度な負担を強いる

ことになるため「10ｍ」に変更した。（「10

ｍ」は共同住宅のおよその奥行長さ。） 

※参考資料 2：西宮市景観計画改定（素案）

概要版参照 
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４ 西宮市都市景観形成基本計画改定（素案）のパブリックコメントの結果について 

 

意見募集期間：令和 3 年 3 月 25 日～令和 3 年 4 月 26 日 
市ホームページアクセス数：731 回 
意見提出者数：12 名 
意見提出件数：40 件 
 
【参考資料 3】西宮市都市景観形成基本計画改定（素案）のパブリックコメント結果 
 

 
５ 今後の進め方 

 

審議会等 
●(令和 3 年 5 月) 西宮市都市景観・屋外広告物審議会（報告）（本日） 
 報告内容：景観計画改定（素案）の最終報告 

都市景観形成基本計画改定（素案）のパブリックコメント結果報告 

 
○(令和 3年 6月) 西宮市都市計画審議会（報告） 

 報告内容：都市景観形成基本計画改定（素案）のパブリックコメント結果報告 
景観計画改定（素案）の報告 
 
      景観計画改定（素案）に係るパブリックコメント実施（1 ヶ月） 

 
○(令和 3 年 10 月) 西宮市都市景観・屋外広告物審議会（報告） 
 報告内容：景観計画改定（素案）のパブリックコメント結果報告 

 
○(令和 3年 10 月) 西宮市都市計画審議会（報告） 
 報告内容：景観計画改定（素案）のパブリックコメント結果報告 

 
○(令和 3 年 12 月) 西宮市都市景観・屋外広告物審議会（諮問） 

諮問内容：都市景観形成基本計画の改定 
景観計画の改定 
西宮市都市景観条例・施行規則の改正 

 
○(令和 4年 1月) 都計審（報告・諮問） 

報告内容：都市景観形成基本計画の改定 
諮問内容：景観計画の改定 

 
○(令和 4年 3月) 市議会条例改正案上程、議決 

         条例施行規則改正 
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○(令和 4年 4月)  景観計画、条例、施行規則告示 

改定計画周知期間 

～9 月  概要版パンフレットの配布 

 
○(令和 4年 10 月) 条例・施行規則施行 

都市景観形成基本計画・景観計画運用開始 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

西宮市景観計画改定（素案）概要版 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料２ 
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⻄宮市景観計画改定（素案）概要版 
 

景観計画とは 
「⻄宮市景観計画」は、本市の景観マスタープランである「⻄宮市都市景観形

成基本計画」で⽰された⽬指す景観像等を実現するために、景観法及び⻄宮市都
市景観条例で規定された届出等の各種制度の運⽤に必要な事項を定めた計画とな
ります。 

今回、「⻄宮市都市景観形成基本計画」を、社会状況の変化や新しい視点を取り
入れて改定することになりましたので、「⻄宮市景観計画」においても、当該改定
内容を踏まえて、改定を⾏います。 

景観計画の構成 
景観計画の構成は以下のとおりです。また、主に改定を⾏ったのは 3 点となります。この概要版では、主

な改定点を中心に解説します。 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

景観形成基準 
〇守らなければならな

い定量的なルール 

景観形成指針 
〇自主的に守るべき定

性的なルール 

景観計画は基本計画で
⽰した⽬標等をかなえ
るためにあるんだね 

※景観形成基準および景観形成指針とは︖ 
・景観計画では、景観形成基準と景観形成指針

の２種類のルールを定めています。 

３ 良好な景観の形成のための行為に関する基
準及び指針 

 

はじめに   p.1（⻄宮市景観計画（素案）本文における掲載頁（以下、同様）） 

・これまでの経緯・改定⽬的・計画の位置づけの記載 

１ 景観計画の区域   p.2 

・景観計画の対象範囲を記載→ ⻄宮市の全域が対象  

２ 景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針   p.4 

・基本計画で⽰す、⽬指す景観像、景観形成の基本方針等（抜粋）を記載 

一般地区   p.8 

・一般地区の建築物・工作物の届出対象・景観形成基準・
景観形成指針※を記載 

⇒主な改定１︓建築物の景観形成基準・景観形成指
針の⾒直し（p.2〜5 参照） 

⇒主な改定２︓⼯作物の届出対象・景観形成基準・
景観形成指針の⾒直し（p.6 参照） 

４ 景観上重要な地区の指定の方針 
p.44 

・重要な地区の指定の考え方を記載 

５ 景観重要建造物・景観重要樹木及び都
市景観形成建築物等の指定方針    

p.45 

・重要な建造物や樹木の指定の考え方を記載 

６ 
    p.46 

・重要な公共施設の考え方を記載 
別紙 1 景観形成推進地区に関する事項  p.48 

・夙川周辺景観形成推進地区の建築物・工作物の届出
対象・景観形成基準・景観形成指針※を記載 

⇒主な改定 3︓景観形成推進地区の新設（p.7 参照） 

別紙２ 景観重点地区に関する事項   p.60 

・景観重点地区（計 6 地区）の建築物・工作物の届出
対象・景観形成基準・景観形成指針※を記載 

別紙３ 景観ゾーン･景観エリア判定図  p.103 

・ゾーン・エリアの具体的な町名を記載 
⇒ゾーン・エリアについては p.4 参照 

各種指定等に

関すること 

一般地区・景観形成推進地区・景観重点
地区の 3 種類の地区の区分があります 
⇒地区の位置づけについては p.7 参照 

行為の制限等に

関すること 

上記の方針を踏まえて設定 

本 

本 

本 

本 

本 

本 

本 

本 

本 

本 
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主な改定 1 建築物の景観形成基準と景観形成指針の⾒直し 
 

１－１ 景観形成基準 

（１）景観形成基準の区分 
景観計画区域を、都市計画法の規定に定める区域区分および⽤途地域により区分した区域ごとに景観形成

基準を定めています。 
 
イ区域︓市街化調整区域・第一種低層住居専⽤地域・第⼆種低層住居専⽤地域 
ロ区域︓第一種中⾼層住居専⽤地域・第⼆種中⾼層住居専⽤地域・第一種住居地域・第⼆種住居地域・ 

準住居地域・準工業地域・工業地域 
ハ区域︓近隣商業地域・商業地域 

 
（２）景観形成基準で定める項目 

景観形成基準を定めている項⽬は以下の３項⽬です。このうち「形態」、「⾊彩」の変更を⾏いました。 
 

 
 
 
 

それぞれの項⽬で定める内容は、以下の通りです。 
 
①形態 

最大投影⽴面積とは 
一体の建築物の鉛直投影面積が最大

となる方位から⾒た場合の⽴面積。 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

制限値 

 

 

 

区域 イ ロ ハ 
最大投影⽴
面積（㎡） 

1,500 2,500 ― 

 

道路 
隣地 

隣地 

   Ａ棟  

 
Ｂ棟 

平均地盤面 

【改定ポイント】 
壁面の最大投影⽴面積を算定する際の別棟の定義を
変更 

〈現⾏計画〉 
複数の建物が、地上か

らの⾼さ８m 以下の渡り
廊下などで結ばれている
場合で、かつ棟の間隔が
５ｍ以上ある場合は別棟
とみなします。 

〈改定計画〉 
複数の建物が、地上か

らの⾼さ 10m 以下の渡り
廊下などで結ばれている
場合で、かつ棟の間隔が
10ｍ以上ある場合は別棟
とみなします。 

①形態 壁面の大きさに関する制限。「最大投影⽴面積」により規制  変更あり 
②色彩 外観の⾊彩に関する制限。「マンセル表⾊系」により規制   変更あり 
③緑化 道路際の緑化に関する制限。「間⼝緑視率」により規制    変更なし 
 

基準は具体的な数値が
決められているんだね 

最大投影⽴面積 

A 棟 

B 棟 

H≦10ｍ 

L≧10ｍ 

奥⾏ 

奥⾏ 

A 棟と B 棟を別棟とみなして算定 

壁面の最大投影⽴面積は次の数値以下とする。 
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②色彩 
 

 

 

現行計画 改定案 
・外壁、屋根など外観に使用する色彩のマンセル表色系に

よる明度・彩度は、次の範囲内の数値とする。（無着色の
木材、石材、漆喰、レンガ、ガラス等を使用する部分お
よび各壁面の見付面積の 10 分の 1 以下の部分は除く） 

 
 
 
 

区域 イ ロ ハ 
明度 4 以上 8.5 以下 4 以上 9 以下 3 以上 9 以下 

彩度 
Ｒ系、ＹＲ系、Ｙ系（0〜5.0Ｙ）の色相：4 以下 
上記以外の色相：2 以下 

 
 
 
 
・都市景観形成建築物の敷地などにおける行為で、保全計

画に適合するものについては、上記の基準によらないも
のとすることができる。 

●外壁などの外観に使用する色彩のマンセル表色系による
明度・彩度は、次の範囲内の数値とする。ただし、以下
の部分についてはこの限りではない。 

・②イ、ロ区域は各壁面の見付面積の 20 分の 1 以下の部
分、ハ区域は各壁面の見付面積の 10 分の１以下の部分 

・⾃然素材等、別途市⻑が定めるものを使用する部分 
・③屋根において明度が基準の下限値を下回る材料を使用

する部分 
区域 イ ロ ハ 

①明度 4 以上 8 以下 4 以上 8.5 以下 3 以上 8.5 以下 

彩度 
Ｒ系、ＹＲ系、Ｙ系（0〜5.0Ｙ）の色相：4 以下 
上記以外の色相：2 以下 

 
●④イ、ロ区域において、無彩色は各壁面の見付面積の 10

分の 3 までしか使用できない。 
●以下のものについては、本基準を適用しない。 

・都市景観形成建築物の保全計画に適合するもの 
・市⻑が、⻄宮市都市景観・屋外広告物審議会の意見を聴

き、認めるもの 
 
マンセル表色系とは 
⾊を定量的に表す体系のひとつ。⾊相（⾊あい）、明度（明るさ）、彩度（鮮やかさ）の 3 つの属性によ

り、記号や数値で⾊を表したもの。 
 
③緑化 

間⼝緑視率とは 
境界領域における、道路から⾒える植栽の量を⽰したもの。敷地の

道路に面する部分（敷地間⼝）の、地上から⾼さ 10ｍまでの部分の⽴
面積（緑化対象⽴面積）に対する樹木を⽴面に換算した面積（⽴面換
算面積）の割合。 

 

 

 

 

 

今回、基準の変更なし 

制限値 

 

 

 

 

  

区域 イ ロ ハ 

間⼝緑視率

（％） 
10 10 5 

【改定ポイント】 
① 明度の上限値の変更      ② 基準値外⾊の使⽤可能上限の変更 
③ 屋根に対する取扱いを追加   ④ 無彩⾊の取扱いを追加 

道路に面するところが対象 道 路 

道 路 

⾼さ 10m まで
の部分が対象 

間⼝緑視率（％） 

＝
 ଵ（⽴面換算面積）

 ଶ（緑化対象⽴面積） 
×100 

3ｍ

3ｍ

10ｍ

敷地の道路に面する部分の間⼝
緑視率は、次の数値基準とする。 
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１－２ 景観形成指針 

（１）景観形成指針の区分 

景観ゾーン・景観エリア別に景観形成指針を定めています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 エリア名 概要 

ベ
ー
ス
と
な
る
エ
リ
ア 

自然景観 
エリア 

⼭林・樹林などの自然緑地による
自然景観を主とする区域 

集落景観 
エリア 

古くからの農村集落の佇まいを残
す景観を主とする区域 

低層住宅 
景観エリア 

住宅地のうち、低層住宅による住
宅景観を主とする区域 

中低層住宅 
景観エリア 

住宅地のうち、中低層住宅による
住宅景観を主とする区域 

都市型住宅 
景観エリア 

駅及び商業地周辺に広がる中低層
住宅景観を主とする区域 

商業景観 
エリア 

駅周辺などの都市・地域の中心と
なる商業業務景観を主とする区域 

産業・住宅 
景観エリア 

産業施設と住宅が共存する景観を
主とする区域 

流通産業 
景観エリア 

産業団地等の流通産業施設による
景観を主とする区域 

上
乗
せ 

沿道商業 
景観エリア 

国道沿道の商業業務景観を主とす
る区域 

  

【改定ポイント】 
 これまで市域全域で一律であった景観形成指針を、よりきめ細かい特性に応じた景観誘導ができる

よう、景観ゾーン・景観エリア別に設定 

〇 景観ゾーン 
・⻄宮市の⼭から海へと⾄る

地形的な特徴を感じられる
景観を創り出すために設定 

 

〇 景観エリア 
・⼟地利⽤等に応じた景観への適切な配慮を促すために設定 

国道 176 号、171 号、
43 号、2 号に面する
敷地は、ベースとなる
エリアの景観形成指
針と併せて、沿道商業
景観エリアの景観形
成指針も守るよう努
めてください。 

●●エリア 

△△エリア □□エリア 

沿道商業景観
エリア 

場所にあった具体的な 
ルールがつくられたよ︕ 
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（２）景観ゾーン・景観エリア別の景観形成指針の例 

⻄宮市都市景観形成基本計画で⽰す各エリアの景観形成の基本的な方向性の内容を踏まえ、建築⾏為等の
際に具体的にどのような配慮が必要となるのかを指針として定めています。以下に景観形成指針の例を⽰し
ます。 

 
  
 

項目 景観形成指針 
適用するゾーン 

山間 山麓
丘陵 

平坦
地 臨海 

立地特性 ・六甲山系の山並みを背景とする斜面地では、平坦地から
見上げる眺めの対象であることを意識した計画とする。  〇   

形 態 
配 置 

・⾃然地形を尊重し、その勾配に馴染ませた造形にするなど、
⾃然景観を阻害しない形態・配置とする。 〇 〇   

意匠全般 ・建築物全体としてのバランスと調和に配慮した意匠とす
る。 〇 〇 〇 〇 

色 彩 
・外壁、屋根など外観の色彩は、暖色で中明度、低彩度を

基本とし、周辺建築物の色彩と調和させるとともに、山
並みや周辺の緑と調和する落ち着いたものとする。 

〇 〇   

緑 化 
・斜面地では、平坦地から山並みを背景として見たときの

敷地の前面にも緑を配置し、斜面緑地と一体となった景
観を形成する。 

 〇   

夜間景観 ・住宅地にあっては、生活のあたたかみを感じられる夜間
景観を形成する。 〇 〇 〇 〇 

 

項目 景観形成指針 
適用するゾーン 

山間 山麓
丘陵 

平坦
地 臨海 

立地特性 
・過剰な演出を避け、魅力と質の向上に努めることを念頭

に、地域の顔にふさわしい、賑わいと品格の感じられる
まちなみの景観形成に寄与する計画とする。 

〇 〇 〇 〇 

形 態 
配 置 

・商業施設などでは、低層部の壁面を道路からセットバッ
クし、歩道との一体的な利用に供することで、まちなみ
の快適性と賑わいの創出に寄与させる。 

〇 〇 〇 〇 

意匠全般 ・商業施設などでは、低層部で賑わいを演出し、中高層部
は風格や落ち着きのある意匠とする。 〇 〇 〇 〇 

色 彩 ・外壁、屋根など外観の色彩は、周辺建築物の色彩と調和
させるとともに、周辺の緑が映えるものとする。   〇 〇 

緑 化 ・道路境界部などの公的空間に面する部分を効果的に緑化
し、まちなみに彩りを創出する。 〇 〇 〇 〇 

夜間景観 ・商業地にあっては、低層部は快適な賑わいを、中高層部
では落ち着きを意識した夜間景観を形成する。 〇 〇 〇 〇 

  
 

項目 景観形成指針 適用するゾーン 
山間 平坦地 

立地特性 
・路線ごとの役割や景観特性を踏まえ、沿道としての統一感や連続

性への配慮を念頭に、賑わいの中にも秩序を感じることができ
るまちなみの景観形成に寄与する計画とする。 

〇 〇 

形 態 
配 置 ・壁面線やスカイライン等の水平方向の連続性にも配慮する。 〇 〇 

外構計画 ・商業施設などが通り沿いに立ち並ぶ区域は、賑わいを分断しない
よう、道路際の囲いは極力設けない。 〇 〇 

  

阪急⻄宮北⼝駅北側 

配慮すべき視点ごとに
指針を記載しています 

 
エリアの特性に応じた景観形成指針を定めています 

国道２号沿道（産所町付
近） 

沿道商業景観エリアに該当する場合は、
ベースとなるエリアの指針と合わせて、
沿道商業景観エリアの指針にも対応 

うるおいと多様

な暮らしが調和

する住宅景観の

形成 

地域の顔として

賑わいと品格を

感じる商業景観

の形成 

賑わいの中にも、

秩序を感じること

ができる快適な沿

道景観の形成 

⻄宮名塩ニュータウン 

中
低
層
住
宅
景
観
エ
リ
ア 

商
業
景
観
エ
リ
ア 

沿
道
商
業
景
観
エ
リ
ア 

基本計画における景観
形成の基本的な方向性 景観計画における景観形成指針（抜粋） 

各景観形成指針がどのゾ
ーンに適⽤されるか記載
しています 



6 

主な改定２ ⼯作物の景観形成基準と景観形成指針の⾒直し 
 
 

 
 
 

２－１ ⼯作物の分類について 
工作物の特性に応じて、以下の 4 種類に分類しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２－２ 景観形成基準および景観形成指針（誘導基準） 
種別 景観形成指針 

塔状工作物 ・高い位置に設置し見上げる対象となる場合は、低明度の色彩を使用し
ないなど、空などの背景と調和し、軽い印象を与えるよう工夫する。 

箱型工作物 ・作業場や集積場等の煩雑な印象を与える空間は、道路から見えない配
置とし、やむを得ず見える場合は植栽などによる修景を図る。 

壁型工作物 ・⻑⼤な壁面状にならないよう配慮し、圧迫感を低減するために、緑化
や分節などの工夫をする。 

高架道路等 
橋りょう等 

・桁や橋脚をスリムに見せることで圧迫感や威圧感を緩和するなど、ま
ちなみのスケールとのバランスに配慮する。 

  
種別 景観形成基準（色彩） 

塔状工作物 

・以下の色彩の近似色の内、最も周囲と調和する色彩とする。（コンクリ
ート素地の部分、⼜は⾃然素材やステンレス等で別途市⻑が定めるも
のを使用する部分は除く） 
ダークブラウン（10YR2/1） ライトベージュ（2.5Y8/1）  
グレーベージュ（10YR6/1） 

箱型工作物 ・建築物の色彩基準に準じる。 

壁型工作物 ・擁壁は基本的に素地とするが、着色等する場合は、色相（５YR〜５Y）、
明度（6〜8.5）、彩度（0〜1）とする。（N 系は除く） 

高架道路等 
橋りょう等 

・明度（2〜8.5）、彩度（1 以下）とする。（各面の見付面積の 1/20 以下
の部分、⼜は⾃然素材やステンレス等で別途市⻑が定めるものを使用
する部分は除く） 

【改定ポイント】 
 これまで全ての工作物に対し、一律であった景観形成基準・景観形成指針を、その特性に応じた

景観誘導ができるよう、次の分類ごとに設定 

１．塔状⼯作物 
◆特徴 
塔状に⾼さが⾼くなるもの 
 
◆工作物の種類 
⾼架水槽、煙突、装飾塔、
記念塔、電波塔、アンテ
ナ、鉄筋コンクリート柱、
鉄柱、昇降機、 
発電⽤⾵⼒設備 
など 
 

２．箱型⼯作物 
◆特徴 
建築物と同様で箱型の形態
を持ち、ボリュームが大き
くなるもの 
 
◆工作物の種類 
自動⾞⾞庫、プラント、⽯
油貯蔵施設 など 
 

３．壁型⼯作物 
◆特徴 
壁型に連なり、壁面が⻑大
になるもの 
 
◆工作物の種類 
擁壁、垣、さく、門、塀 
など 
 
 

４．⾼架道路、橋りょう等 
◆特徴 
線状に広く伸び、脚や桁が
大きくなるもの 
 
◆工作物の種類 
⾼架道路、橋りょう など 
 

かたちや大きさによって
⾒え方も変わるね 

〇 景観形成指針
（抜粋） 
・種別に応じた⾒え方

の配慮方法を記載 
 

〇 景観形成基準 
・建築物の基準を踏

まえながら、より周
辺に溶け込ませ、⽬
⽴たなくするため
の⾊彩基準 
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主な改定 3 景観形成推進地区の新設 

 
 

 
 

３－１ 地区区分の関係性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３－２ 夙川周辺地区景観形成推進地区について 

〇景観形成の基本指針（テーマ） 
①市内を代表する景観要素である夙川の緑豊かで趣のある河川景観

の保全を図ります。 
②河川敷の松や桜の並木などの緑と調和し一体となった、落ち着きと

うるおいのあふれる住宅地景観の形成を図ります。 
③夙川を軸とした甲⼭などへと⾄る眺望景観の保全を図ります。 

〇景観形成指針（抜粋） 
項 目 景観形成指針 

立地特性 
・橋上の視点場から夙川を軸とし甲山などに至る美しい眺望景観の保全・向上

に配慮した計画とする。 
まちなみ 
との調和 

・夙川沿川などの⾃然環境や周辺建築物との調和に配慮し、統一感のあるまち
なみを創出させる。 

配置・形態 
・夙川に接する敷地では、河川敷及びその周辺の空間的広がりに配慮し、壁面

を極力セットバックさせた配置とする。 

意匠全般 
・外観には、⾃然素材や質感のあるもの（表面の凹凸や味わいのある色ムラな

どにより単調とならないもの）を積極的に使用し、深みを持たせた外観の表
情づくりに努めること。 

色 彩 
・外壁、屋根などの外観の色彩は、Ｙ,ＹＲ系の色相を基調とした配色を心がけ、

周辺建築物の色彩と調和させるとともに、夙川や山並みの緑と調和する落ち
着いたものとする。 

緑 化 
・夙川に面する部分や道路境界部などの公的空間に面する部分を効果的に緑化

し、河川敷の緑と一体となったうるおいのある空間を創出する。 

【改定ポイント】  
 景観上重要な地区のひとつとして「景観形成推進地区」を新設 

みんなに愛される
夙川を守るために
指定されるんだね 

 景観形成推進地区〈新設〉 
一般地区の景観形成基準と地区独自の景観形成指針によって、 
地区の個性を活かした良好な景観形成を進める地区 
※指定は市が任意に⾏う 

 一般地区 
景観形成基準と景観ゾーン・景観エリア別の景観形成指針によって、 
良好な景観形成を進める地区 

 

 重点地区 
地区独自の景観形成基準と景観形成指針によって、地区の 
個性を活かした良好な景観形成を積極的に進める地区 
※指定は地区のみなさまの合意形成を図りながら⾏う 

機運が⾼まれば
重点地区へ 

大事な地区の指定が
しやすくなったよ 

●●エリア 

△△エリア □□エリア 
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